
寄港地
消防法第4類
アルコール類

消防法第4類
第一石油類～第四石油類

市原港 貯蔵可（2,000KL） 貯蔵可（1,000KL）

清水港 貯蔵可（960KL） 貯蔵可（960-1,920KL）

函館港 仮貯蔵 仮貯蔵

苫小牧港 仮貯蔵 仮貯蔵

八戸港 仮貯蔵 仮貯蔵

大船渡港 即 時 即 時

名古屋港 要確認 要確認

徳山港 即 時
貯蔵可

※第一石油類は即時

門司港 仮貯蔵 仮貯蔵

大分港 即 時 即 時

寄港地ごとの危険物保管施設設備状況（消防法該当品）

「消防法該当品以外も保管できるの？」「どれくらいの量・期間保管できるの？」等々、

お客さまの疑問、お困り事ごと遠慮なくお問い合わせください

０５４－３６５－１３４８ zz650@suzuyo.co.jp 鈴与㈱ 袖師埠頭事業部 五百籏頭／岡
いおきべ
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